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 津市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年４月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市規則第３３号 

   津市契約規則の一部を改正する規則 

津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）の一部を次のように改正する。  

第９条第１号中「１３０万円」を「２００万円」に改め、同条第２号中「８

０万円」を「１５０万円」に改め、同条第３号中「４０万円」を「８０万円」

に改め、同条第４号中「３０万円」を「５０万円」に改め、同条第６号中「５

０万円」を「１００万円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

２ 改正後の津市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に申込みの誘引

が行われる契約について適用し、同日前に申込みの誘引が行われる契約につ

いては、なお従前の例による。 



津市告示第６５号 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第１項の規定に

より次のとおり指定緊急避難場所を指定したので、同条第３項の規定により告

示する。 

また、同法第４９条の６第１項の規定により次のとおり指定緊急避難場所の

指定を取り消したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和７年４月１日 

                      

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 指定緊急避難場所の指定 

 

 

 

施設・場所 

名 

 

 

所在地 

対象とする異常な現象の種類 

洪水 

崖崩

れ、

土石

流及

び地

滑り 

高潮 地震 津波 

大規

模な

火事 

内水

氾濫 

火山

現象 

中部電力パ

ワーグリッ

ド株式会社

三重支社 

津市丸之内２

－２１ 
    〇 

   

津地方裁判

所 

津市中央３－

１ 
    〇 

   

羽野地区集

会所 

津市戸木町５

５７８－１３ 
 〇 〇 〇 〇 

   

榊原地区集

会所 

津市榊原町２

８７９－２ 
 〇 〇 〇 〇 

   

中の山公会

所 

津市榊原町２

９２２ 
 〇 〇 〇  

   



桂畑文化セ

ンター 

津市美里町桂

畑１２４４－

３ 

 〇  〇  

   

山出地区集

会所 

津市安濃町草

生８５３ 
 〇  〇  

   

市場公民館 
津市白山町川

口４７５５ 
 〇  〇  

   

馬場公民館 

津市白山町川

口１２６０－

２ 

 〇  〇  

   

岩脇公民館 

津市白山町川

口２１２８－

２ 

 〇  〇  

   

大広地区集

会所 

津市白山町川

口６８２０ 
 〇  〇  

   

小野連合区

公民館 

津市白山町川

口４００３ 
 〇  〇  

   

南出俱楽部 
津市白山町南

出２９６－１ 
 〇  〇  

   

茶屋南集会

所 

津市白山町二

本木５８２ 
 〇  〇  

   

閑城集会所 
津市白山町二

本木２３３１ 
 〇  〇  

   

向居上中公

民館 

津市白山町二

本木３１０１ 
 〇  〇  

   

三ヶ野上集

会所 

津市白山町三

ヶ野３３８２

－１ 

 〇  〇  

   



上ノ村集会

所 

津市白山町上

ノ村２２４４ 
 〇  〇  

   

八対野１区

公民館 

津市白山町八

対野１００ 
 〇    

   

八対野３区

公民館 

津市白山町八

対野３５０８ 
 〇    

   

八対野教育

文化会館 

津市白山町八

対野９２－２ 
 〇  〇  

   

美里区多目

的集会所 

津市白山町山

田野３８－３ 
 〇  〇  

   

山田野上集

会所 

津市白山町山

田野４６４－

１ 

 〇  〇  

   

中俣集会所 

津市美杉町丹

生俣７８３－

３ 

 〇    

   

町屋公民館 
津市美杉町上

多気１３３０ 
 〇    

   

野登瀬公民

館 

津市美杉町下

多気１４８４ 
 〇    

   

ごんぼ会館 

津市美杉町下

之川５３９６

－１ 

 〇  〇  

   

伊勢地地域

住民センタ

ー 

津市美杉町石

名原１６８１ 
  〇 〇 〇 

   

美杉伊勢地

体育館 

津市美杉町石

名原１５８１

－２ 

  〇 〇 〇 

   



多気地域住

民センター 

津市美杉町上

多気１０３１ 
  〇 〇 〇 

   

美杉多気体

育館 

津市美杉町上

多気１０４２

－５ 

  〇 〇 〇 

   

下之川地域

住民センタ

ー 

津市美杉町下

之川６１１５ 
 〇 〇 〇 〇 

   

下之川生活

改善センタ

ー 

津市美杉町下

之川１８７５ 
  〇 〇 〇 

   

美杉下之川

体育館 

津市美杉町下

之川６０９８

－２ 

 〇 〇 〇 〇 

   

２ 指定緊急避難場所の指定の取消し 

種類 避難場所 所在地 

一時避難場所 久居新町中央集会所 津市久居野村町３７２－２１２ 

一時避難場所 立川区公民館 津市美杉町上多気１１１－２ 

一時避難場所 中津集会所 津市美杉町下之川５０６０ 

 



津市告示第６６号 

 令和７年度津市一般廃棄物処理実施計画を定めたので、津市廃棄物の減量及

び処理等に関する条例（平成１８年津市条例第１４４号）第１０条第１項の規

定に基づき別紙のとおり告示する。  

  令和７年４月１日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

                                 

                                 



令和７年度津市一般廃棄物処理実施計画 

  
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び津市廃棄物の減量及び処理等に関す

る条例の規定に基づく、津市一般廃棄物処理実施計画を以下のとおり定める。 

  
１ 計画期間 
  令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

 
２ 計画区域 
  津市全域 

 
３ 排出量の見込み         〔ごみ（ｔ）、し尿・浄化槽汚泥（ｋｌ）〕 

 
家庭系ごみ 

事業系 

ごみ ごみ計 し尿 
浄化槽 

汚泥 
可燃 不燃 資源 可燃 

令和７年度 

計画 
42,040 3,009 20,481 27,371 92,901 11,000 86,000 

令和５年度 

実績 
54,023 4,155 11,735 25,413 95,326 11,017 86,482 

 
４ 各主体の役割 

⑴  市民の役割   

   市民は、ごみの排出者であることを自覚し、自らの行動とごみの減量化・

資源化、環境問題に関心を持ちます。 

また、不要なものは買わない、ものを大切に長く使うなど、ごみの発生抑

制に努めるとともに、自主的に３Ｒ行動を実践するなど、環境に優しいライ

フスタイルへの転換を図り、互いに連携しながら、ごみの減量・リサイクル・

まちの美化に係る活動等を行います。 

⑵  事業者の役割  

   事業者は、生産・流通・販売・排出の事業活動における全ての過程にお

いて、ごみの発生抑制や減量化、廃棄物系バイオマスとしての利用も含め

た処理に努めるなど、環境に配慮した取組を実践します。 

   環境負荷の少ないサービスの提供に取り組むとともに、市民が３Ｒ行動

を実践するために選択できる体制を整備し、情報の発信に努めます。 

   また、ごみの処理にあたっては、積極的に資源化に取り組むとともに、

やむを得ず発生するごみは自己の責任において、適正に処理を行います。 



⑶  市の役割   
市は、ごみゼロ社会に向け、市民・事業者のごみの減量化・資源化、環 

境問題への関心を高め、具体的な行動を推進するために、情報提供や環境

学習、普及啓発、行動等により３Ｒを推進します。 
 また、分別の周知徹底と収集方法の改善等に取り組むなど、ごみの発

生・排出抑制、資源の循環的利用の仕組みづくりを行います。 
 さらに、ごみの適正処理を行うことはもちろん、環境負荷の低減に配慮

し、経費とのバランスを考慮した最適な処理システムを目指します。 
⑷  市民・事業者・市の協働取組   

生産から流通、消費に至る過程において、市民・事業者・市がそれぞれ 
担うべき役割や責任を明確にし、環境へ配慮しながら、相互に理解を深め協

力して資源循環に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 分別の区分と処理方法 

分別区分 処理方法 
処理施設等 

一次処理 二次処理 

新聞 

資
源
系
ご
み 

リサイクル 売却  

雑誌・雑紙 

ダンボール 

飲料用紙パック 

衣類・布類 

ペットボトル 
選別・  

圧縮・梱包 
津市リサイクルセンター 

民間事業者

による資源

化 

容器包装 
プラスチック 

指定法人へ

引渡 

金属 破砕・選別 

津市リサイクルセンター 

売却 

びん 選別 
指定法人へ

引渡 

スプレー缶・卓上

カセットボンベ

等、使い捨てライ

ター、蛍光管、乾

電池、水銀式体温

計 

選別 津市リサイクルセンター 

処理委託又

は一部再資

源化等 

燃やせないごみ 不
燃
系
ご
み 

破砕・選別 津市リサイクルセンター 最終処分場 

その他 

プラスチック 
リサイクル 民間事業者による資源化  

燃やせるごみ 

可
燃
系
ご
み 

焼却 

津市西部クリーンセンター 民間事業者

による資源

化 
津市クリーンセンターおお

たか 

 

 
 



６ 排出方法と収集回数 

ごみの分別区分 ごみの出し方 収集回数 収集運搬主体 

新聞 

資
源
系
ご
み 

品目別に束ねて、ひもで

十文字に縛る 

月１回 市・委託業者 

雑誌・雑紙 月１回 市・委託業者 

ダンボール 月１回 市・委託業者 

飲料用紙パック 月１回 市・委託業者 

衣類・布類 

透明または半透明の袋 

月１回 市・委託業者 

ペットボトル 月２回 市・委託業者 

容器包装 
プラスチック 

週１回 
市・委託業者 

金属 
透明または半透明の袋

（袋に入らない場合は

そのまま） 
月２回 

市・委託業者 

びん 透明または半透明の袋 月１回 市・委託業者 

スプレー缶・卓上カ

セットボンベ等、使

い捨てライター、蛍

光管、乾電池、水銀

式体温計 

透明または半透明の袋 ３ヶ月１回 市・委託業者 

燃やせないごみ 
不
燃
系
ご
み 

透明または半透明の袋

（袋に入らない場合は

そのまま） 

月２回 市・委託業者 

その他 

プラスチック 
月１回 市・委託業者 

燃やせるごみ 

可
燃
系
ご
み 

透明または半透明の袋 週２回 市・委託業者 

    
※事業系一般廃棄物については、家庭系ごみに準じて分別し、事業者自らまた

は許可業者により収集運搬を行う。 

※死亡獣等は、死亡場所の管理者等が死亡獣等焼却処理場へ収集運搬し、市が

焼却処理する。 

 

 



７ エコ・ステーション 
  資源のリサイクルを図るため「エコ・ステーション」を設置する。 

施設名 搬入可能日時 搬入可能品目 

明神リサイクルストッ

クヤード 

水曜日、土曜日、日曜日 

（12/29～1/3 を除く） 

午前８時３０分～ 

午後４時３０分 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボ

ール、飲料用紙パック、衣

類・布類、びん、ペットボ

トル、小型電子機器、容器

包装プラスチック、その他

プラスチック、パソコン、

石・砂・土、危険ごみ 

津市西部クリーンセン

ター 

月曜日～金曜日、日曜日 

（祝休日、12/31～1/3 を除

く） 

午前９時～正午、 

午後１時～午後４時 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボ

ール、飲料用紙パック、衣

類・布類、ペットボトル、

小型電子機器、パソコン、

羽毛布団（ダウン率５０％

以上のもの） 

河芸エコ・ステーション 

火・木・土・日曜日 

12/29、12/30 

（12/31～1/3 を除く） 

午前８時３０分～ 

午後４時３０分 

（12/30 は正午まで） 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボ

ール、飲料用紙パック、衣

類・布類、ペットボトル、

小型電子機器、パソコン、

石・砂・土、危険ごみ 

香良洲エコ・ステーショ

ン 

月・火・木～日曜日 
12/29、12/30 
（12/31～1/3 を除く） 
午前７時３０分～正午、 
午後１時３０分～ 
午後４時４５分 
（12/30 は正午まで） 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボ

ール、飲料用紙パック、衣

類・布類、ペットボトル、

小型電子機器、パソコン、

石・砂・土、危険ごみ 

芸濃エコ・ステーション 

水・日曜日 

12/29、12/30 

（12/31～1/3 を除く） 

午前９時～午後４時３０分 

（12/30 は正午まで） 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボ

ール、飲料用紙パック、衣

類・布類、ペットボトル、

小型電子機器、パソコン 

金属 50ｃｍ角以内のも

の・自転車、石・砂・土、

危険ごみ 



一志とことめエコ・ステ

ーション 

土・日曜日、12/29、12/30 

（12/31～1/3 を除く） 

午前９時～午後４時３０分 

（12/30 は正午まで） 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボ

ール、飲料用紙パック、衣

類・布類、ペットボトル、

小型電子機器、パソコン 

金属 50ｃｍ角以内のも

の・自転車、石・砂・土、

危険ごみ 

  
８ 処理施設の状況 
  可燃系ごみ処理施設 

施設名 処理方式等 処理能力 

津市西部クリーンセンター 全連続熱焼式 ２４０ｔ/２４時間 

津市クリーンセンターおお

たか 
全連続熱焼式 １９５ｔ/２４時間 

  
 
  不燃系・資源系ごみ処理施設 

施設名 処理方式等 処理能力 

津市リサイクルセンター 

金属ごみ、燃やせないご

みの破砕、選別 
４２ｔ/日 

びんの選別、回収 ９ｔ/日 

ペットボトルの選別、回

収 
５ｔ/日 

容器包装プラスチックの

選別、回収 
２５ｔ/日 

密閉回転ハンマー式（廃

蛍光管） 
２ｔ/日 

強制拡散廃棄方式（廃ス

プレー缶） 
１ｔ/日 

可燃性粗大ごみの切断 ５ｔ/日 

津市一般廃棄物最終処分

場 
無放流 ３８㎥/日 

 



  し尿処理施設 

施設名 処理方式等 処理能力 

津市安芸・津衛生センタ

ー 
膜分離高負荷脱窒素処理

方式＋高度処理 
１８８ｋｌ/日 

津市クリーンセンターく

もず 

膜分離高負荷脱窒素処理

方式＋高度処理 
１４０ｋｌ/日 

※し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬は、区域指定された許可業者により行う。 

  



 

 

津市告示第６７号 

  令和７年度津市農業委員会第１回臨時総会を次のとおり招集する。 

    令和７年４月１日 

 

                                    津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 招集の日時 

  令和７年４月１日（火）午後２時５０分 

２ 招集の場所 

  津リージョンプラザ ３階生活文化情報センター 

３ 会議の事項 

⑴ 農業委員会会長の選任について 

⑵ 会長職務代理者の選任について 

⑶ 部会委員の互選について 

⑷ 議 事 

    議案第１号 第１農地部会部会長及び第２農地部会部会長並びに同職務 

代理者の選任について 

   議案第２号 広報企画会議委員及び同委員長等の選任について 

   議案第３号 津市農地利用最適化推進委員の決定について   

 



津市告示第６８号 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定による基準の適合 

性を審査する機関、同基準又はこれと同等の基準に適合するものとする方法及 

び簡易な評価方法の指定を次のように定める。  

なお、令和６年津市告示第２６１号は廃止する。  

  令和７年４月１日  

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行取扱規則（平成

２８年津市規則第２９号）第２条に基づき市長が別に定める機関を第１に、津

市手数料徴収条例（平成１８年津市条例第７３号）別表第１５に規定する認定

基準又は認定基準と同等の基準に適合するものとする方法を第２に、同条例別

表第１５に規定する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成

２７年法律第５３号。以下「法」という。）第３０条第１項第１号の規定によ

り定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法を第３に、同条例

別表第１５に規定する法第２条第１項第３号の規定により定められた簡易な評

価方法であって市長が別に定める方法を第４に定める。 

第１ 省エネ基準及び認定基準の適合性を審査する機関は、次に掲げる機関と 

する。 

１ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下

「住宅品質確保法」という。）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価

機関（以下単に「登録住宅性能評価機関」という。） 

２ 法第１４条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関

（以下単に「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。） 

３ 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性 

能表示制度（以下「ＢＥＬＳ」という。）に基づく、建築物に係るエネル 

ギー消費性能の評価を実施する機関（以下単に「評価機関」という。） 

第２ 認定基準又は認定基準と同等の基準に適合するものとする方法は、次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付を受けたものとす

る。 

１ 登録住宅性能評価機関が、法第３０条第１項各号に掲げる基準に適合す

るものとして交付する適合証 



２ 登録住宅性能評価機関が交付する住宅品質確保法第６条第１項に規定す

る設計住宅性能評価書（法第３０条第１項第１号に基づく基準に適合した

等級の評価を受けたものに限る。） 

３ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、法第３０条第１項各号に掲

げる基準に適合するものとして交付する適合証 

４ 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づく評価書（法第３０条第１項第１号

に基づく基準に適合した評価を受けたものに限る。） 

第３ 法第３０条第１項第１号の規定により定められた簡易な評価方法は、次

に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める評価方法とする。 

１ 一戸建ての住宅、共同住宅等（共用部分を評価しない場合に限る。）又

は複合建築物の住戸部分（共用部分を評価しない場合に限る。） 建築物

エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省令・国土

交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１０条第１項第２号イ⑵

及びロ⑵の規定に基づく評価方法 

２ 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 基準省令第１０条第１項第

１号イ⑵及びロ⑵の規定に基づく評価方法 

第４ 法第２条第１項第３号の規定により定められた簡易な評価方法は、基準

省令第１条第１項第１号ロの規定に基づく評価方法とする。 



津市告示第６９号 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３

号）第１４条第１項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２８年国土交通

省令第５号）第１０条の規定により、告示する。 

なお、令和６年津市告示第７２号は廃止する。 

令和７年４月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 



津市告示第７０号 

令和７年度分国民健康保険料について、津市国民健康保険条例（平成１８年

津市条例第１３４号）第１２条第１項、第１６条の５第１項及び第２０条第１

項の保険料率並びに第２５条第１項各号並びに同条第３項及び同条第４項にお

いて準用する同条第１項各号に定める額、第２５条の３第１項及び同条第３項

において準用する同条第１項に定める額並びに第２５条の３第４項及び同条第

５項において準用する同条第４項に定める額を次のとおり決定したので、同条

例第１２条第３項（第２５条第２項並びに第２５条の３第２項及び第５項にお

いて準用する場合を含む。）、第１６条の５第３項（第２５条第３項並びに第

２５条の３第３項及び第６項において準用する場合を含む。）及び第２０条第

３項（第２５条第４項において準用する場合を含む。）の規定により告示する。 

  令和７年４月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 基礎賦課額の保険料率 

 ⑴ 所得割 １００分の８．０ 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき ２９，１００円 

 ⑶ 世帯別平等割 

  ア 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ２１，６００円 

  イ 特定世帯 １０，８００円 

  ウ 特定継続世帯 １６，２００円 

２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

 ⑴ 所得割 １００分の２．９ 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき １０，５００円 

 ⑶ 世帯別平等割 

  ア 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ７，６００円 

  イ 特定世帯 ３，８００円 

  ウ 特定継続世帯 ５，７００円 

３ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率 

 ⑴ 所得割 １００分の２．９ 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき １２，５００円 

 ⑶ 世帯別平等割 １世帯につき ６，０００円 



４ 基礎賦課額の減額 

 ⑴ 条例第２５条第１項第１号に規定する保険料の減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ２０，３７０円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 １５，１２０円 

   (イ) 特定世帯 ７，５６０円 

   (ウ) 特定継続世帯 １１，３４０円 

 ⑵ 条例第２５条第１項第２号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき １４，５５０円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 １０，８００円 

   (イ) 特定世帯 ５，４００円 

   (ウ) 特定継続世帯 ８，１００円 

 ⑶ 条例第２５条第１項第３号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ５，８２０円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ４，３２０円 

   (イ) 特定世帯 ２，１６０円 

   (ウ) 特定継続世帯 ３，２４０円 

 ⑷ 条例第２５条の３第１項に規定する減額 

   被保険者均等割 未就学児１人につき １４，５５０円 

 ⑸ 条例第２５条の３第４項に規定する保険料の減額 

  ア 条例第２５条第１項第１号に規定する世帯における未就学児１人につ

き ４，３６５円 

  イ 条例第２５条第１項第２号に規定する世帯における未就学児１人につ

き ７，２７５円 

  ウ 条例第２５条第１項第３号に規定する世帯における未就学児１人につ

き １１，６４０円 

５ 後期高齢者支援分賦課額の減額 

 ⑴ 条例第２５条第１項第１号に規定する保険料の減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ７，３５０円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ５，３２０円 



   (イ) 特定世帯 ２，６６０円 

   (ウ) 特定継続世帯 ３，９９０円 

 ⑵ 条例第２５条第１項第２号に規定する保険料の減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ５，２５０円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ３，８００円 

   (イ) 特定世帯 １，９００円 

   (ウ) 特定継続世帯 ２，８５０円 

 ⑶ 条例第２５条第１項第３号に規定する保険料の減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ２，１００円 

  イ 世帯別平等割 

   (ア) 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 １，５２０円 

   (イ) 特定世帯 ７６０円 

   (ウ) 特定継続世帯 １，１４０円 

 ⑷ 条例第２５条の３第１項に規定する減額 

   被保険者均等割 未就学児１人につき ５，２５０円 

 ⑸ 条例第２５条の３第４項に規定する減額 

  ア 条例第２５条第１項第１号に規定する世帯における未就学児１人につ

き １，５７５円 

  イ 条例第２５条第１項第２号に規定する世帯における未就学児１人につ

き ２，６２５円 

  ウ 条例第２５条第１項第３号に規定する世帯における未就学児１人につ

き ４，２００円 

５ 介護納付金賦課額の減額 

 ⑴ 条例第２５条第１項第１号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ８，７５０円 

  イ 世帯別平等割 ４，２００円 

 ⑵ 条例第２５条第１項第２号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ６，２５０円 

  イ 世帯別平等割 ３，０００円 

 ⑶ 条例第２５条第１項第３号に規定する減額 

  ア 被保険者均等割 被保険者１人につき ２，５００円 

  イ 世帯別平等割 １，２００円 



津市告示第７１号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３１条第１項の規定に

基づき、同法第２７条第１項の施設型給付費の支給に係る施設として確認した

ので、同法第４１条第１号の規定により告示する。 

令和７年４月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 私立認定こども園（幼保連携型） 

設置者名称 施設名称 施設所在地 確認年月日 

社会福祉法人藤

水福祉会 

風の音認定こども園 津市高茶屋四丁

目３７番６０号 

令和７年４

月１日 

 



津市告示第７２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、次のよう

に市道路線に認定した。 

 その関係図面は、津市建設部用地・地籍調査推進課において、告示の日から

２週間一般の縦覧に供する 

  令和７年４月１日 

 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

 

記 

整理番号 路 線 名 
起  点 重要な 

経過地 終  点 

７４９８ 高茶屋第１４号線 
津市高茶屋六丁目 

 
津市高茶屋六丁目 

２６５９ 一身田大古曽第２４号線 
津市一身田大古曽 

 
津市一身田大古曽 

２６１９ 東鷹跡２１号線 
津市久居東鷹跡町 

 
津市久居東鷹跡町 

２６２０ 戸木北１２号線 
津市戸木町 

 
津市戸木町 

２６２１ 戸木南２５号線 
津市戸木町 

 
津市戸木町 

８２９ 椋本第１３号線 
津市芸濃町椋本 

 
津市芸濃町椋本 

２６１７ 北口４１号線 
津市久居北口町 

 
津市久居北口町 

２６１８ 新町寺町第１号線 
津市久居新町 

    
津市久居寺町 

 



 

 

津市告示第７３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように市道路線の区域を決定した。 

 その関係図面は、津市建設部用地・地籍調査推進課において、告示の日から

２週間一般の縦覧に供する。 

  令和７年４月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸  

 

  

整理番号 路線名 区域決定の区間 
延長(ｍ) 

幅員(ｍ) 

７４９８ 高茶屋第１４号線 

津市高茶屋六丁目３４４７番１

地先から津市高茶屋六丁目３４

４７番６地先まで 

54.9 

6.0～ 

9.8 

２６５９ 
一身田大古曽第２

４号線 

津市一身田大古曽字深田４８番

５地先から津市一身田大古曽字

深田４８番９地先まで 

69.4 

6.0～ 

9.5 

２６１９ 東鷹跡２１号線 

津市久居東鷹跡町２０８番 1 地

先から津市久居東鷹跡町２０８ 

番１２地先まで 

42.4 

6.0～ 

9.8 

２６２０ 戸木北１２号線 

津市戸木町字東蛇谷３７１７番

２４地先から津市戸木町字東蛇

谷３６９７番７地先まで 

527.9 

10.5～ 

26.5 

２６２１ 戸木南２５号線 

津市戸木町字東出７０１０番１

地先から津市戸木町字東出７０

１０番３地先まで 

41.7 

6.0～ 

13.1 

８２９ 椋本第１３号線 

津市芸濃町椋本字東豊久野３０

１３番７地先から津市芸濃町椋

本字東豊久野２９９８番４地先

まで 

87.6 

6.0～ 

13.1 



 

 

 

 

２６１７ 北口４１号線 

津市久居北口町字野中１番２地

先から津市久居北口町字洗ヶ瀬

８９３番７７地先まで 

643.5 

5.9～ 

12.9 

２６１８ 新町寺町第１号線 

津市久居新町２７６９番１地先

から津市久居寺町１２２５番３ 

地先まで 

601.5 

6.4～ 

8.3 



 

 

津市告示第７４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように市道路線の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部用地・地籍調査推進課において、告示の日から

２週間一般の縦覧に供する。 

  令和７年４月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

 

 

 路線名 １３１ 東豊久野１号線 

道路の区域 

区域 
新旧 

の別 

幅員 

（ｍ） 

延長 

（ｍ） 

津市芸濃町椋本字東豊久野３０１３番７地先

内 
旧 

4.6～

4.6 
3.5 

津市芸濃町椋本字東豊久野３０１３番７地先

内 
新 

4.6～

8.3 
3.5 

 



 

 

津市告示第７５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように市道路線の供用を開始する。 

 その関係図面は、津市建設部用地・地籍調査推進課において、告示の日から

２週間一般の縦覧に供する。 

  令和７年４月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸  

  

 

整理番号 路線名 区域決定の区間 供用開始年月日 

７４９８ 
高 茶 屋 第

１４号線 

津市高茶屋六丁目３４４７番１

地先から津市高茶屋六丁目３４

４７番６地先まで 

令和７年４月１日 

２６５９ 

一 身 田 大

古 曽 第 ２

４号線 

津市一身田大古曽字深田４８番

５地先から津市一身田大古曽字

深田４８番９地先まで 

令和７年４月１日 

２６１９ 
東 鷹 跡 ２

１号線 

津市久居東鷹跡町２０８番１地

先から津市久居東鷹跡町２０８

番１２地先まで 

令和７年４月１日 

２６２０ 
戸 木 北 １

２号線 

津市戸木町字東蛇谷３７１７番

２４地先から津市戸木町字東蛇

谷３６９７番７地先まで 

令和７年４月１日 

２６２１ 
戸 木 南 ２

５号線 

津市戸木町字東出７０１０番１

地先から津市戸木町字東出７０

１０番３地先まで 

令和７年４月１日 

８２９ 
椋本第１

３号線 

津市芸濃町椋本字東豊久野３０

１３番７地先から津市芸濃町椋

本字東豊久野２９９８番４地先

まで 

令和７年４月１日 



 

 

 

２６１７ 北口４１号線 

津市久居北口町字野中 1 番

２地先から津市久居北口町

字洗ヶ瀬８９３番７７地先

まで 

令和７年４月１日 

２６１８ 
新町寺町第１

号線 

津市久居新町２７６９番１

地先から津市久居寺町１２

２５番３地先まで 

令和７年４月１日 



津市告示第７６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成９年津市告示第９７号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

令和７年４月１日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

西里の上北自治会 

２ 代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者及び主たる事務所の所在地の変更が、令和６年４

月１４日の定期総会において承認されたため。 

 

 



津市告示第７７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第４１号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和７年４月１日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

大里野田町自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月１６日の定期総会において選任

され、令和７年４月１日に就任したため。 

 

 



津市告示第７８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き指定公金事務取扱者を指定し、手数料の徴収又は収納に関する事務の一部を

次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

 令和７年４月１日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地 

 ⑴ 名称 

   株式会社カーステージ三重 

 ⑵ 住所又は事務所の所在地 

   津市雲出本郷町２０８６番地２ 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

放置自転車等撤去保管料 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

  令和６年４月２２日 

４ 委託した日 

  令和６年４月２５日 

５ 委託期間 

  令和７年４月１日から令和７年４月３０日まで 

   



津市告示第７９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２８年津市告示第１５９号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和７年４月２日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

木造六区 

２ 代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者及び主たる事務所の所在地の変更が、令和７年１

月５日の定期総会において承認されたため。 

 



津市告示第８０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第４５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和７年４月２日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

椋本第４部自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２０日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 



津市告示第８１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成８年芸濃町告示第１号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

令和７年４月２日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

椋本第二自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月１６日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 



津市告示第８２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１１年美杉村告示第９９号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和７年４月２日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

中津自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２３日の定期総会において改選

されたため。 

 

 



津市告示第８３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年津市告示第５号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  令和７年４月２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

曽根区自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月９日の定期総会において改選さ

れたため。 



津市告示第８４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２８年津市告示第１３２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和７年４月２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

二子区自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２４日の定期総会において選任 

され、同年４月１日から就任することになったため。 



津市告示第８５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１２年津市告示第４６号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和７年４月８日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

津グリーンビレッヂ雲出自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２２日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 



津市告示第８６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、令和元年津市告示第１１５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和７年４月９日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

中俣自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２２日の通常総会において改選

されたため。 

 

 



津市告示第８７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き指定公金事務取扱者を指定し、手数料の徴収の事務を次のとおり委託したの

で、同条第２項の規定により告示する。 

  令和７年４月９日 

 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地 

病院名 名称 住所又は事務所の所在地 

アニー動物病院 有限会社アニー 代表

取締役 森岡 正樹 

津市桜橋三丁目４２７番地 

イズマ動物病院 出馬 昇 津市渋見町５５４番地３８ 

伊東獣医科病院 伊東 定彦 津市大里窪田町１０４５番地 

おかはな動物病院 株式会社おかはな動物

病院 代表取締役 松

井 琢磨 

松阪市西肥留町５９番地７ 

かねこ動物病院 金児 伸哉 津市久居新町２１１５番地６ 

河村ペットクリニ

ック 

河村 泰秀 津市栗真町屋町８０９番地２ 

北出動物病院 北出 明人 津市一志町田尻２番地 

こうべ獣医科 山越 健司 津市河辺町２１０番地 

さとう動物病院 佐藤 宏樹 津市三重町津興４３３番地６

０ 

白井犬猫病院 白井 茂雄 津市久居新町７６８番地６ 

白塚口動物病院 西村 和也  津市栗真中山町２６０番地７ 

すぎもと動物病院 株式会社ＤＡＩＬ 代

表取締役 杉本 貫 

津市久居明神町５９９番地４ 

すずか犬猫医療セ

ンター 

株式会社ＥＡＶＥＣ  

代表取締役 堤 隆一 

鈴鹿市稲生三丁目４番１号 



スピカ動物病院 株式会社スピカＡ．Ｈ．

 代表取締役 住吉  

宏文 

津市垂水２７８６番地７ 

髙橋獣医科医院 髙橋 研 津市久居野村町４９４番地１

７ 

千里ヶ丘動物病院 岡田 謙吾 津市河芸町東千里５６番地２ 

津北動物病院 細野 陽介 津市一身田上津部田２０９７

番地１ 

とよさと動物病院 株式会社ＨＥＡＲＶＥ

Ｔ 代表取締役 橋爪 

俊裕 

津市豊が丘三丁目２５番７号 

西山獣医科 西山 治生  津市一身田町２１７番地２ 

野口動物病院 野口 猛  松阪市松崎浦町９８番地１ 

はぎの動物病院 有限会社ＨＡＧＩＮＯ 

ＶＥＴＥＲＩＮＡＲＹ 

 代表取締役 萩野 

俊之 

津市久居射場町１２３番地 

ひさい動物クリニ

ック 

東郷 修一 津市久居中町５０番地１ 

南ヶ丘動物病院 奥田 昌広 津市垂水８８７番地７ 

みやペットクリニ

ック 

有限会社ＹＯＮＫ 代

表取締役 宮本 佳典 

津市半田１２０番地４ 

椋本動物病院 柴田 勝弘 津市芸濃町椋本２６６２番地

１ 

ルナ動物病院 株式会社ルナ 代表取

締役 赤塚 宗久 

津市押加部町１１番３号 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

狂犬病予防注射済票の交付手数料 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

  令和６年３月２９日 

４ 委託した日 

  令和７年４月１日 



５ 委託期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 



津市告示第８８号 

 モーターボート競走法（昭和２６年法律第２４２号）第３条第２号に係る事

務を私人に委託したので、モーターボート競走法施行規則（昭和２６年運輸省

令第５９号）第２条第３項及びモーターボート競走法第３条に基づく私人委託

実施規則（平成２０年津市規則第３７号）第７条の規定により次のとおり告示

する。 

令和７年４月１０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 委託事務 

  ボートレースチケットショップ養老における場外及び場間場外発売・払戻

事務 

２ 受託者 

  津市高茶屋小森上野町１３２７番地 

  日本トーター株式会社津事業所 

３ 履行期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 



津市告示第８９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年４月１０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 名称 

  船山自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地

域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

 ⑴ 広報等配布物の配布、回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

⑵ ごみ一時集積所の維持・管理・美化・清掃等区域内の環境の整備 

⑶ 公民館施設の維持管理に関すること 

 ⑷ 自主防災活動、交通安全、防犯活動に関すること 

 ⑸ 防犯灯、防犯カメラの設置・維持管理に関すること 

 ⑹ 社会福祉活動、区域内の住民の親睦と本会の発展に関するこ 

３ 区域 

  本会の区域は、津市美里町船山４４番地１から４０３番地４までの区域と

する。 

４ 主たる事務所の所在地 

三重県津市美里町船山７１番地１ 

５ 代表者の氏名及び住所 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有 

 無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 規約に定める解散の事由 

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５号

の規定により解散する。 

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得



なければならない。 

９ 認可年月日 

  令和７年４月１０日 



津市告示第９０号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３６条の規定に基づき、 

同法第２７条第１項の確認の辞退があったので、同法第４１条第２号の規定に

より告示する。 

令和７年４月１０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

 公立幼稚園 

設置者名称 施設名称 施設所在地 確認辞退年月日 

津市 津市立高茶屋幼稚

園 

津市高茶屋三丁目１番

１号  

令和７年３月３

１日 

 

 



津市告示第９１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年津市告示第６号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  令和７年４月１０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

粟加区自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年２月９日の定期総会において選任さ

れ、同年４月１日から就任することになったため。 



津市告示第９２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年津市告示第６号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  令和７年４月１０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

妙法寺自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２３日の定期総会において選任 

され、同年４月１日から就任することになったため。 



津市告示第９３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２８年津市告示第７２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和７年４月１０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

浄土寺自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２３日の定期総会において選任 

され、同年４月１日から就任することになったため。 



津市告示第９４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第９号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

令和７年４月１１日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

椋本１０－２自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月２２日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 

 



津市告示第９５号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び住民基本台帳法施行

令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住

民票を職権で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３箇月以内に、津市長に対して審査請求することができる。 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、

津市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 

令和７年４月１１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 職権消除した住民票 

住 所 氏 名 生 年 月 日 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  令和７年４月１０日 



津市告示第９６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第２０号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和７年４月１１日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

片田久保町自治会 

２ 代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者及び主たる事務所の所在地の変更が、令和７年３

月３０日の定期総会において承認され、同年４月１日から就任することにな

ったため。 

 

 



津市告示第９７号 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第３項及び第１１条の

２第１２項の規定により、住民基本台帳閲覧状況について、別紙のとおり告示

する。 

令和７年４月１４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 



NO 閲覧機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

久居一色町
満18歳以上の日本人男女
21名
栗真小川町
日本国籍の０歳以上の男女
85名
一志町田尻、一志町虹が丘
20歳以上の男女
15名
木造町
満15歳以上７９歳以下の日本人男女
39名
南が丘一丁目
満15歳以上の日本人男女
24名
垂水
20歳以上の日本人男女
28名
新町二丁目、大園町、大里睦合町、緑が
丘二丁目、白塚町、南が丘三丁目、南が
丘四丁目、神戸、川添町、芸濃町椋本、
美杉町竹原、一志町高野、久居万町、久
居中町、久居射場町、庄田町、久居緑が
丘町、香良洲町
令和6年4月1日以降津市に住所登録のあるもの

1257名
寿町、一身田平野、高茶屋小森町、河芸町浜田

令和6年4月1日現在20歳以上の男女筆頭世帯構成員

172名
南が丘二丁目
昭和24年9月1日から平成16年8月31日までに生まれた日本国籍を有する男女

55名
河芸町千里ヶ丘
満18歳以上の日本人男女
15名
安濃町川西
満18歳以上の日本人男女
15名
本町
60歳以上の男女（昭和39年9月30日以前に生まれた者）

20名
大門
1歳以上の男女
70名
青葉台一丁目
16歳以上の男女
40名
美杉町奥津
満18歳以上日本人男女
16名
白塚町
満20歳以上日本人男女
20名
八幡町津
15歳以上の日本人男女
25名
一志町みのりヶ丘
16歳以上の男女
12名
上浜町六丁目、大谷町、藤方、津興
17歳以下の男女
40名
河芸町上野
昭和10年4月2日から平成17年4月1日生まれの男女

60名
丸之内
10歳以上79歳以下の日本人男女
22名
中央
16歳以上の日本人男女
14名
芸濃町椋本
20歳以上の男女
15名

住　民　基　本　台　帳　閲　覧　事　項　明　細

1
公益財団法人新聞通信調査会(一
般社団法人中央調査社)

第17回メディアに関する全国世
論調査

令和6年5月2日

4
公益財団法人新聞通信調査会(一
般社団法人中央調査社)

日常生活に関するアンケート調
査

令和6年6月19日

5
公益財団法人新聞通信調査会(一
般社団法人中央調査社)

2024年新聞およびWeb利用に関す
る総合調査

令和6年6月19日

2
国土交通省観光庁（株式会社RJC
リサーチ）

旅行・観光消費動向調査 令和6年5月22日

3
日本銀行　情報サービス局（株式
会社日本リサーチセンター）

生活意識に関するアンケート調
査（第９９回）

令和6年5月23日

8
総務省（一般社団法人輿論科学協
会）

総務省が毎年実施する通信利用
動向調査（統計法に基づく一般
統計調査）

令和6年7月10日

9
東京大学大学院医学系研究科（一
般社団法人新情報センター）

ストレスと健康　全国調査２０
２４調査

令和6年7月16日

6
独立行政法人国立病院機構(一般
社団法人中央調査社)

令和6年度アルコール依存症に係
る調査研究事業

令和6年6月25日

7
三重県政策企画部統制課（津市役
所総務課）

令和６年全国家計構造調査の調
査予定世帯の抽出

　令和6年7月5日
　　　から10月31日

12
内閣府政策統括官（一般社団法人
新情報センター）

高齢社会対策総合調査 令和6年8月15日

14
内閣府孤独・孤立対策推進室（株
式会社日本リサーチセンター）

孤独・孤立の実態把握のための
全国調査

令和6年9月12日

10
内閣府大臣官房政府広報室(一般
社団法人中央調査社)

男女共同参画社会に関する世論
調査

令和6年7月31日

11
内閣府大臣官房政府広報室(一般
社団法人中央調査社)

身近な環境（水辺、緑地、大気
など）に関する世論調査

令和6年7月31日

13 三重県津保健所 令和6年国民健康・栄養調査 令和6年9月2日

17
消費者庁（一般社団法人新情報セ
ンター）

令和6年度消費者意識基本調査 令和6年9月17日

18
ＮＨＫ放送文化研究所（一般社団
法人中央調査社）

全国メディア意識世論調査 令和6年9月17日

15
内閣府大臣官房政府広報室(一般
社団法人中央調査社)

基本的法制度に関する世論調査 令和6年9月17日

16
一般財団法人ゆうちょ財団(一般
社団法人中央調査社)

第６回家計と貯蓄に関する調査 令和6年9月17日

21
独立行政法人国立病院機構久里浜
医療センター(一般社団法人中央
調査社)

令和６年度ゲーム依存（ゲーム
行動症）・ネット依存の全国調
査

令和6年11月6日

22
株式会社野村総合研究所(一般社
団法人中央調査社)

テレビ視聴に関する調査 令和6年11月6日

19
こども家庭庁成育局（株式会社日
本リサーチセンター）

青少年のインターネット利用環
境実態調査

令和6年10月3日

20
環境省（株式会社インテージリ
サーチ）

令和7年度家庭部門のCO2排出実
態統計踏査

令和6年10月24日

23
日本銀行（株式会社日本リサーチ
センター）

生活意識に関するアンケート調
査（第１０１回）

令和6年11月26日



河芸町上野
平成18年4月2日から令和6年4月1日生まれの男女

50名
丸之内養正町
平成22年1月31日以前に出生の男女
20名

本町

満20歳以上79歳以下の日本人男女

25名

上弁財町

満18歳以上の日本人男女

24名

城山一丁目、城山二丁目
20歳以上の男女
15名
森町
満19歳以上79歳以下の日本人男女
36名
戸木町
18歳以上の日本人男女
12名

25
大学共同利用機関法人人間文化研
究機構（一般社団法人新情報セン
ター）

外来語に関する意識調査 令和6年12月11日

26
国立大学東京大学（一般社団法人
中央調査社）

社会階層と社会移動に関する全
国調査研究（仕事と生活に関す
る全国調査）

令和6年12月19日

24
東京都立大学こども・若者貧困研
究センター（一般社団法人新情報
センター）

子どもの所有物と体験調査 令和6年12月6日

29
公益財団法人生命保険文化セン
ター(一般社団法人中央調査社)

２０２５年度生活保障に関する
調査

令和7年2月19日

30
NHK放送文化研究所(一般社団法人
中央調査社)

戦後80年に関する意識調査 令和7年2月26日

27

一般財団法人　日本宝くじ協会
（株式会社　電通、株式会社　電
通PRコンサルティング、一般社団
法人　中央調査社）

宝くじに関する世論調査 令和7年2月4日

28
日本銀行（株式会社日本リサーチ
センター）

生活意識に関するアンケート調
査（第１０２回）

令和7年2月13日



津市告示第９８号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条の規定に基づき撤去し、保管し

ている自転車について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示す

る。 

 令和７年４月１５日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日     

久居新町地内 １ 令和７年１月１４日 

白山町上ノ村地内 ２ 令和７年２月１０日 

森町地内 １ 令和７年２月１４日 

久居西鷹跡町地内 １ 令和７年２月１８日 

久居新町地内 １ 令和７年２月１８日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 １ 令和７年３月５日 

半田地内 １ 令和７年３月７日 

西丸之内地内 ２ 令和７年３月６日 

ポルタひさい公共自転車等駐車場 ２ 令和７年３月１０日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 ２ 令和７年３月１３日 

津新町駅周辺自転車等駐車場 １ 令和７年３月１７日 

半田地内 １ 令和７年３月１７日 

津新町駅周辺自転車等駐車場 １ 令和７年３月２１日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 ２ 令和７年３月２４日 

一身田中野地内 １０ 令和７年３月２７日 

フェニックス通公共自転車等駐車場 ５ 令和７年３月３１日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第９９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年芸濃町告示第６号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和７年４月１５日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

豊久野自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年３月３０日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 

 



津市告示第１００号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年久居市告示第２７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和７年４月１５日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

小野辺自治会 

２ 代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者及び主たる事務所の所在地の変更が、令和７年３

月２３日の定期総会において承認されたため。 

 



 

 

津市公告第４２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和７年４月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 



円　 （ 税抜き ）

ホーム ページにて回答

507040119

電気

所在地要件

建設整備課

【 ﾌﾞ ﾛｯｸ】

プルボックス設置工　２個

格 付 要 件

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌﾞ ﾛｯｸ】

道路照明設備設置工　４基

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度建整橋維補第１ 号

【 地区】

【 地区】

発 注 業 種

前 金 払

必着令和7年4月18日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和7年4月18日

入 札 方 法

【 地区】

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和7年4月1日

歩道（橋）照明設備設置工　３６基

引込柱設置工　２基

工 事 担 当 課

提 出 先

津興橋大規模更新事業橋梁（ 照明灯） 設置工事

配管・配線工　１９３ｍ

【 ﾌﾞ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 津興ほか２ 町

令和7年4月9日

令和7年4月14日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

その他

令和7年4月23日 午後２時２０分

18,687,000

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

本公告の日から ま で

その他要件

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所 調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

契約締結日から 起算し て１ ８ ７ 日間

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

Ａ １

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

特定・ 一般



円　（税抜き）

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和7年4月16日 午前９時１０分

8,006,000

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

技術者要件

津市 白山町小杉

令和7年4月4日

令和7年4月8日

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和7年4月1日

コンクリートブロック工　５８ｍ２

工 事 担 当 課

白山町小杉地内道路改修工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｃ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】

久居

発注業種

前 金 払

必着令和7年4月11日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。

　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和7年4月11日

入札方法

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

契約締結日から起算して１２２日間

507040102

久居・一志・美杉久居

土木一式

所在地要件

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

白山

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

コンクリート路面　３５ｍ２

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和７年度南道維第２号

【地区】

【地区】

参加資格
に関する
事 項



円　（税抜き）

ホームページにて回答

507040103

土木一式

所在地要件

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

表層　１８ｍ２

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和７年度南道維第４号

【地区】

【地区】

発注業種

前 金 払

必着令和7年4月11日

無

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和7年4月11日

入札方法

Ｄ・Ｃ

【地区】

久居

公 告 日

工事概要

工 期

令和7年4月1日

側溝工　６０ｍ

工 事 担 当 課

提 出 先

庄田町地内道路改修工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 庄田町

令和7年4月4日

令和7年4月8日

参加資格
に関する
事 項

その他

令和7年4月16日 午前９時３０分

2,716,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

本公告の日から まで

その他要件

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所 調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

契約締結日から起算して９２日間

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

あり

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

特定・一般



円　（税抜き）

ホームページにて回答

507040104

土木一式

所在地要件

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

表層　１２ｍ２

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和７年度南道維第３号

【地区】

【地区】

発注業種

前 金 払

必着令和7年4月11日

無

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和7年4月11日

入札方法

Ｄ・Ｃ

【地区】

久居

公 告 日

工事概要

工 期

令和7年4月1日

側溝工　３８ｍ

集水桝・マンホール工　２箇所

工 事 担 当 課

提 出 先

久居相川町地内道路改修工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 久居相川町

令和7年4月4日

令和7年4月8日

参加資格
に関する
事 項

その他

令和7年4月16日 午前９時５０分

2,714,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

本公告の日から まで

その他要件

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所 調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

契約締結日から起算して９２日間

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

あり

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

特定・一般



円　（税抜き）

発注業種

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

ホームページにて回答

507040105

芸濃・美里・安濃安芸

管

所在地要件

営繕課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

白山・久居・一志・美杉

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

空調設備取替修繕

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和７年度営白地第２－３号

【地区】

本公告の日から まで

その他要件

前 金 払

必着令和7年4月11日

無

有

無

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

その他

令和7年4月16日

Ｂ・Ａ

【地区】

久居 【地区】

公 告 日

工事概要

工 期

令和7年4月1日

　空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン（ＥＨＰ）　１組

　室内機　６台

工 事 担 当 課

提 出 先

津市白山庁舎事務室空調設備取替修繕

※上記に係る機械設備修繕等　一式

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 白山町川口

令和7年4月4日

令和7年4月8日

参加資格
に関する
事 項

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所 調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和7年4月11日

入札方法

午前１０時１０分

6,589,000

契約締結日から起算して７８日間

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

あり

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

Ｂ

特定・一般



円　（税抜き）

ホームページにて回答

507040106

芸濃・美里・安濃安芸

管

所在地要件

営繕課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

白山・久居・一志・美杉

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

空調設備取替修繕

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和７年度営白市第２－２号

【地区】

【地区】

発注業種

前 金 払

必着令和7年4月11日

無

有

無

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和7年4月11日

入札方法

Ｂ・Ａ

【地区】

久居

公 告 日

工事概要

工 期

令和7年4月1日

　空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン（ＥＨＰ）　１組

　室内機　７台

工 事 担 当 課

提 出 先

津市白山保健福祉センター空調設備取替修繕

※上記に係る機械設備修繕等　一式

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 白山町川口

令和7年4月4日

令和7年4月8日

参加資格
に関する
事 項

その他

令和7年4月16日 午前１０時３０分

6,567,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

本公告の日から まで

その他要件

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所 調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

契約締結日から起算して９２日間

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

あり

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

Ｂ

特定・一般



円　（税抜き）

ホームページにて回答

507040107

管

所在地要件

営繕課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

空調設備改修

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和７年度営人権第４号

【地区】

【地区】

発注業種

前 金 払

必着令和7年4月11日

無

　週休２日モデル工事に係る経費の計上方法に注意してください。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・本件は週休２日モデル工事（発注者指定型）試行案件です。

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和7年4月11日

入札方法

Ｂ

【地区】

津・香良洲

公 告 日

工事概要

工 期

令和7年4月1日

　空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　２組

※上記に係る機械設備工事等　一式

工 事 担 当 課

提 出 先

津市長谷山市民館空調設備改修工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 分部

令和7年4月4日

令和7年4月8日

参加資格
に関する
事 項

その他

令和7年4月16日 午前１０時５０分

4,824,000

　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

本公告の日から まで

その他要件

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所 調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

契約締結日から起算して８６日間

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

あり

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

特定・一般



円　（税抜き）

ホームページにて回答

507040108

白山・美杉久居

管

所在地要件

営繕課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

芸濃・河芸・美里・安濃

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

空調設備改修

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和７年度営芸地第３号

【地区】

【地区】

発注業種

前 金 払

必着令和7年4月11日

無

　週休２日モデル工事に係る経費の計上方法に注意してください。

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・本件は週休２日モデル工事（発注者指定型）試行案件です。

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和7年4月11日

入札方法

Ｃ・Ｂ・Ａ

【地区】

安芸

公 告 日

工事概要

工 期

令和7年4月1日

　空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　１組

※上記に係る機械設備工事等　一式

工 事 担 当 課

提 出 先

津市雲林院福祉会館空調設備改修工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 芸濃町雲林院

令和7年4月4日

令和7年4月8日

参加資格
に関する
事 項

その他

令和7年4月16日 午前１１時１０分

4,468,000

　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

本公告の日から まで

その他要件

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所 調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

契約締結日から起算して７８日間

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

あり

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

Ｃ

特定・一般



円　（税抜き）

ホームページにて回答

507040109

白山・美杉久居

管

所在地要件

安濃総合支所・地域振興課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

安濃・河芸・芸濃・美里

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

空調設備取替修繕

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和７年度安地第２－１号

【地区】

【地区】

発注業種

前 金 払

必着令和7年4月11日

無

有

無

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和7年4月11日

入札方法

Ｃ・Ｂ・Ａ

【地区】

安芸

公 告 日

工事概要

工 期

令和7年4月1日

　空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン（ＥＨＰ）　１組

　室内機　６台

工 事 担 当 課

提 出 先

津市安濃中央総合公園内野球場空調設備取替修繕

※上記に係る機械設備修繕　一式

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 安濃町田端上野

令和7年4月4日

令和7年4月8日

参加資格
に関する
事 項

その他

令和7年4月16日 午前１１時３０分

4,115,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

本公告の日から まで

その他要件

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所 調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

契約締結日から起算して６１日間

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

あり

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

Ｃ

特定・一般



円　（税抜き）

ホームページにて回答

507040110

管

所在地要件

営繕課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

空調設備改修

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和７年度営消総第５号

【地区】

【地区】

発注業種

前 金 払

必着令和7年4月11日

無

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和7年4月11日

入札方法

Ｃ

【地区】

津・香良洲

公 告 日

工事概要

工 期

令和7年4月1日

　空冷ヒートポンプ式ルームエアコン　４組

※上記に係る機械設備工事等　一式

工 事 担 当 課

提 出 先

津市中消防署仮眠室空調設備改修工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 寿町

令和7年4月4日

令和7年4月8日

参加資格
に関する
事 項

その他

令和7年4月16日 午後１時３０分

3,040,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

本公告の日から まで

その他要件

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所 調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

契約締結日から起算して６１日間

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

あり

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

特定・一般



円　（税抜き）

建築一般

507040111

契約金額の１００分の１０以上

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注業務とは調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、担当課執行分を除く。

・本件は津市公契約条例第６条の２第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。

　必ず確認してください。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前９時００分

入札方法

令和7年4月23日

津市役所（本庁舎）７階　入札室

有

一級建築士（本市発注業務における専任配置）

営繕課

令和７年度営教施第１－１号

津市立南立誠小学校改修工事に係る設計業務委託

地内津市 桜橋二丁目

令和7年4月1日 業 務 担 当 課

業種

増築

　昇降機棟　鉄骨造３階建　延面積３５ｍ２

改修

　（防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修、

建築関係コンサルタント
登録要件

契約締結日から起算して２５５日間

　　拡声設備、給水設備、屋内消火栓設備）

※上記に係る設計業務委託　一式

　　塗装改修、躯体改修、受変電設備、火災報知設備、

建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店

建築関係コンサルタント

同種業務
実績要件

所在地要件

営業収入金額を有すること市内本店

その他要件

無

提出期限

郵 送 先

令和7年4月18日本公告の日から

当該部門
における
営業収入
金額要件

技術者要件

主任技術者

入札保証金

予定価格

最低制限価格

10,618,000

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」閲覧場所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限 令和7年4月9日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和7年4月14日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

　労働環境の確保に係る誓約事項及び令和７年度津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュアルを

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

入札方法等

開札日時
及び場所

令和7年4月18日

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

業務概要

部門

契約保証金



円　（税抜き）

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和7年4月23日 午前９時２０分

13,485,000

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

技術者要件

津市 雲出長常町

令和7年4月9日

令和7年4月14日

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和7年4月1日

側溝工　５６ｍ

集水桝・マンホール工　３箇所

工 事 担 当 課

雲出長常町地内道路改修工事

プレキャスト擁壁工　４６ｍ

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

必着令和7年4月18日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

・本件は週休２日モデル工事（受注者希望型）試行案件です。

　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和7年4月18日

入札方法

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

契約締結日から起算して１４０日間

507040112

土木一式

所在地要件

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

表層　１４８ｍ２

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和７年度南道維第１号

【地区】

【地区】

参加資格
に関する
事 項



円　（税抜き）

建設整備課

令和７年度建整街補第３号

【格付】

有

常駐配置（専任の監理技術者又は監理技術者補佐と兼務可）

排水工　１７８ｍ

路盤　２２３ｍ２

管渠工　２８ｍ

現場代理人

令和7年4月14日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

プレキャストカルバート工　９８ｍ

地 域 ・
格付要件

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）

技術者要件

特定

同種工事
実績要件

Ａ１・Ａ２

507040113　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

集水桝・マンホール工　１８箇所路体盛土工　１４，１３０ｍ３

津市 半田 地内

半田久居線道路改良工事（その３）

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和7年4月1日

植生工　１，３９０ｍ２

側溝工　４０２ｍ

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 令和7年4月9日

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

その他

本公告の日から

令和7年4月23日 午前９時５０分

112,390,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

令和7年4月18日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和7年4月18日

無

契約締結日から起算して２０７日間

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】



円　（税抜き）

建設整備課

令和７年度建整街補第２号

【格付】

有

常駐配置（専任の監理技術者又は監理技術者補佐と兼務可）

基層　７４１ｍ２

防止柵工　１７１ｍ

側溝工　３３３．６ｍ

現場代理人

令和7年4月14日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

場所打擁壁工　２８ｍ３

地 域 ・
格付要件

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）

技術者要件

特定

同種工事
実績要件

Ａ１・Ａ２

507040114　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

集水桝・マンホール工　１５箇所掘削工　１０，０２０ｍ３

津市 半田 地内

半田久居線道路改良工事（その２）

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和7年4月1日

植生工　１，４００ｍ２

プレキャストカルバート工　２１ｍ

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 令和7年4月9日

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

その他

本公告の日から

令和7年4月23日 午前１０時２０分

109,042,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

令和7年4月18日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和7年4月18日

無

契約締結日から起算して２１３日間

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】



円　（税抜き）

建設整備課

令和７年度建整街補第１号

【格付】

有

常駐配置（専任の監理技術者又は監理技術者補佐と兼務可）

下層路盤　１，７６０ｍ２

現場代理人

令和7年4月14日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

管渠工　６４ｍ

地 域 ・
格付要件

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）

技術者要件

特定

同種工事
実績要件

Ａ１・Ａ２

507040115　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

プレキャストカルバート工　４７ｍ

津市 半田 地内

半田久居線道路改良工事（その１）

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和7年4月1日

側溝工　５５７ｍ

集水桝・マンホール工　２７箇所

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 令和7年4月9日

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

その他

本公告の日から

令和7年4月23日 午前１０時５０分

107,986,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

令和7年4月18日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和7年4月18日

無

契約締結日から起算して２０７日間

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】



円　（税抜き）

建設整備課

令和７年度建整街補第４号

【格付】

有

常駐配置（専任の監理技術者又は監理技術者補佐と兼務可）

集水桝・マンホール工　９箇所

現場代理人

令和7年4月14日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

プレキャストカルバート工　１４ｍ

地 域 ・
格付要件

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）

技術者要件

特定

同種工事
実績要件

Ａ１・Ａ２

507040116　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

排水工　９３ｍ路体盛土工　２２，７００ｍ３

津市 半田 地内

雲出野田線道路改良工事(その１)

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和7年4月1日

コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）　７５ｍ２

側溝工　３７７ｍ

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 令和7年4月9日

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

その他

本公告の日から

令和7年4月23日 午前１１時２０分

103,127,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

令和7年4月18日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和7年4月18日

無

契約締結日から起算して２０３日間

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】



円　（税抜き）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

必着令和7年4月18日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期限 令和7年4月9日

その他

本公告の日から

令和7年4月23日 午後１時３０分

97,202,000

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

令和7年4月18日

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本件は週休２日モデル工事（発注者指定型）試行案件です。

　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

　週休２日モデル工事に係る経費の計上方法に注意してください。

無部 分 払

入札方法等

開 札 日時
及 び 場所

予 定 価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

参 加 資格
に 関 する
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格 付 要件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）

産業廃棄物の収集及び運搬の許可を有すること

技術者要件

特定

同 種 工事
実 績 要件

Ａ１

発 注 業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

解体

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【地区】

郵 送 先

閲 覧 期間

閲 覧 場所

入 札 方法

提 出 期限

建設業許可

過去１０年間（平成２７年度以降）に施工が完了した官公庁等元請又は下請実績で以下の
とおり
解体又はとび・土工・コンクリート工事等で発注された解体工事等（建築一式工事等に含ま
れるものを除く）

【格付】

【格付】【地区】

入札保証金

設 計 図書
の 閲 覧

最低制限価格

市内本店

工 期

507040117　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

解体

津市 高茶屋三丁目 地内

旧津市高茶屋保育園解体工事

工 事 場所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概要

令和7年4月1日

　旧津市高茶屋保育園

　外構

契約締結日から起算して１６７日間

営繕課

令和７年度営生学第６号

【格付】

有

常駐配置（専任の監理技術者又は監理技術者補佐と兼務可）

※上記に係る解体工事　一式

現場代理人

令和7年4月14日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

　　鉄筋コンクリート造　平家建　延面積９２７ｍ２

地 域 ・
格 付 要件

主任(監理)技術者



円　（税抜き）

契約締結日から起算して１２６日間

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

Ａ

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

特定・一般

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所 調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

公 告 日

工事概要

工 期

令和7年4月1日

　ガスバルク　３基

※上記に係る機械設備修繕　一式

工 事 担 当 課

提 出 先

津市立芸濃中学校ガス設備取替修繕

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 芸濃町椋本

令和7年4月9日

令和7年4月14日

参加資格
に関する
事 項

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和7年4月18日

入札方法

【地区】

本公告の日から まで

その他要件

前 金 払

必着令和7年4月18日

無

有

無

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

その他

令和7年4月23日 午後２時００分

19,307,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

ホームページにて回答

507040118

管

所在地要件

営繕課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

ガス設備取替修繕

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和７年度営教施第２－１号

【地区】

【地区】

発注業種



円　 （ 税抜き ）

ホーム ページにて回答

507040119

電気

所在地要件

建設整備課

【 ﾌﾞ ﾛｯｸ】

プルボックス設置工　２個

格 付 要 件

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌﾞ ﾛｯｸ】

道路照明設備設置工　４基

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度建整橋維補第１ 号

【 地区】

【 地区】

発 注 業 種

前 金 払

必着令和7年4月18日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和7年4月18日

入 札 方 法

【 地区】

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和7年4月1日

歩道（橋）照明設備設置工　３６基

引込柱設置工　２基

工 事 担 当 課

提 出 先

津興橋大規模更新事業橋梁（ 照明灯） 設置工事

配管・配線工　１９３ｍ

【 ﾌﾞ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 津興ほか２ 町

令和7年4月9日

令和7年4月14日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

その他

令和7年4月23日 午後２時２０分

18,687,000

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

本公告の日から ま で

その他要件

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所 調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

契約締結日から 起算し て１ ８ ７ 日間

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

Ａ １

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

特定・ 一般



津市公告第４３号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年津

市規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

  令和７年４月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 入札に付する事項 

 ⑴ 工事名  令和７年度建整橋維補継第１号 

津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事 

 ⑵ 工事場所 津市津興ほか２町地内 

 ⑶ 工事概要 擁壁工 ６５ｍ 

側溝工 ５２２ｍ 

集水桝・マンホール工 １３箇所 

表層 ４，１８２ｍ２ 

縁石工 ２１１ｍ 

仮橋・仮桟橋撤去（橋脚・仮橋上部） ７２０．８ｔ 

橋脚杭引抜 １４９本 

覆工板撤去 ２，４８０ｍ２ 

 ⑷ 工期   本契約の締結の日から起算して６０３日間 

 ⑸ 予定価格 ３２４，５３６，０００円（税抜き） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件工事の条件付一般競争入札に参加できる者は、本件入札に係る公告日

から本契約の締結日までの間において、次の各号のいずれにも該当する者と

し、かつ本件入札の参加資格の認定を受けた者とします。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者 

⑵ 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。

以下「要領」といいます。）第４条第１項に掲げる要件を備えている者 

 ⑶ 要領第４条第２項各号の一に該当しない者 

⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再

生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始

の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日を基準日とする経営事

項審査（その日以後迎えた決算日を基準日とする経営事項審査を受けてい



る場合にあっては、当該経営事項審査）の結果に基づき、建設工事につい

て入札参加資格を認められ、かつ、再生計画又は更生計画が認可された者

を除きます。 

 ⑸ 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種として登

載されている者 

⑹ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の

許可（土木工事業）を受けている者 

 ⑺ 三重県、愛知県又は岐阜県内に本店又は支店若しくは営業所等（建設工

事の請負契約を締結する権限を有する者が常駐している事務所をいいます。

）を有する者 

 ⑻ 審査基準日が令和４年１０月１日から令和５年９月３０日までの経営規

模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の土木一式工事の総合評定

値が、１，２００点以上の者 

 ⑼ 官公庁等で発注され、過去１０年間（平成２７年度以降）に施工が完了

した次のいずれかの工事の元請実績を有する者（共同企業体による工事の

場合は、出資比率が２０％以上とする。） 

  ア 橋長１０９ｍ以上の仮橋（道路橋）架設又は撤去工事 

  イ 単一面積７５６ｍ２以上の仮桟橋架設又は撤去工事 

ウ 単一面積７５６ｍ２以上の作業構台設置又は撤去工事 

 ⑽ 本件工事に、土木工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を有する監理技術者を専任で配置できる者。ただし、監理技術者の職務

を補佐する者として建設業法第２６条第３項第２号に規定する者を当該施

工現場に専任で配置するときは、専任であることを要しません。この場合

の監理技術者が兼任できる施工現場の数は２とします。（専任で配置予定

の技術者を施工中の他の工事に配置している場合は、本契約の締結の日時

点で他の工事の完成検査が終了していることとし、兼任で配置予定の技術

者を施工中の他の工事に配置している場合は、本契約の締結の日時点で完

成検査が終了していない施工現場の数が１以下であること。） 

 ⑾ 上記⑽に掲げる者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。（本件入

札に係る入札参加申込書の提出日において連続３か月以上直接的な雇用関

係にあるものに限ります。） 

３ 入札参加申込書等の配付 

⑴ 配付期間 令和７年４月１日（火）から同月１８日（金）まで 



⑵ 配付場所 ・津市ホームページの「入札・契約」からダウンロード 

       ・津市総務部調達契約課工事契約担当（配付期間は、上記⑴  

の期間（土曜日・日曜日を除く。）の午前８時３０分から午

後５時１５分まで） 

４ 入札参加資格審査申請書等の提出等 

 ⑴ 本件工事の条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書

等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期間 令和７年４月１日（火）から同月１８日（金）まで（土曜

日・日曜日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分

まで 

  イ 提出場所 津市総務部調達契約課工事契約担当 

  ウ 提出方法 持参によることとし、その他の方法は認めません。 

 ⑵ 提出書類 

  ア 津市条件付一般競争入札参加申込書 

  イ 土木工事業に係る特定建設業の許可証の写し 

  ウ 審査基準日が令和４年１０月１日から令和５年９月３０日までの経営

規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

  エ 配置予定技術者に係る監理技術者資格者証（表・裏）及び監理技術者

講習修了証の写し 

オ 配置予定技術者等との雇用関係が確認できる書類 

カ 営業所専任技術者証明書又は専任技術者一覧表の写し（建設業許可（

更新）申請に必要な専任技術者調書の写し） 

  キ 上記２⑼に規定する施工実績を証する書類（施工実績届出書及び工事

内容等が確認できる書類） 

ク 施工計画書 

ケ 宣誓書 

⑶ 入札参加資格の審査結果については、令和７年４月２５日（金）までに

文書で通知します。 

５ 設計図書等の閲覧等 

 ⑴ 閲覧期間 令和７年４月１日（火）から同年５月１６日（金）まで 

⑵ 閲覧場所 ・津市ホームページの「入札・契約」 

       ・津市総務部調達契約課工事契約担当（閲覧期間は、上記⑴  

       の期間（土曜日・日曜日・祝日を除く。）の午前８時３０分     



       から午後５時１５分まで） 

６ 工事の質疑等 

⑴ 施工計画に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和７年４月１０日（木）正午までに指定の質問書により

ＦＡＸ又は持参にて、津市総務部調達契約課工事契約担当に

提出してください。なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期

限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。 

  イ 回答方法 令和７年４月１５日（火）までに津市ホームページの「入

札・契約」にて掲載します。また、回答に対する再質問は認

めないため、質問書には質問内容を明確に記載し提出してく

ださい。 

⑵ 見積に関する質疑等 

  ア 質問受付 令和７年４月１７日（木）正午までに指定の質問書により

ＦＡＸ又は持参にて、津市総務部調達契約課工事契約担当に

提出してください。なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期

限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。 

  イ 回答方法 令和７年４月２３日（水）までに津市ホームページの「入

札・契約」にて掲載します。また、回答に対する再質問は認

めないため、質問書には質問内容を明確に記載し提出してく

ださい。 

７ 入札方法 

  入札方法は、郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

ります。）を指定された封筒に封入の上、一般書留又は簡易書留のいずれか

の方法で郵送するものとし、持参は認めません。 

⑴ 入札書の郵送期間 

入札参加資格の適格通知書受領の日から令和７年５月１６日（金）まで

に必着 

 ⑵ 入札書の郵送提出先 

   〒５１４－８７９９ 日本郵便株式会社津中央郵便局留 津市役所調達

契約課宛 

８ 開札の日時及び場所 

⑴ 日時 令和７年５月２０日（火）午前９時から 

 ⑵ 場所 津市本庁舎７階入札室 



９ 入札保証金 

  入札保証金は免除します。 

10 契約保証金 

  契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな

ければなりません。ただし、津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。

以下「規則」といいます。）第２７条第１項に規定する有価証券等又は金融

機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供することに

より、契約保証金の納付に代えることができます。 

  また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができます。 

11 開札の立会 

開札に当たり、資格を有すると認められた者の中から立会人２者を選定し、

該当者に連絡します。 

12 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

 ⑴ 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

 ⑵ 申請書類等に虚偽の記載があるとき。 

 ⑶ 申請書類等に不備があるとき。 

 ⑷ 適正な代理権限を欠いた者によって手続が行われたとき。 

 ⑸ 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

 ⑹ 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

 ⑺ 著しく信義に反する行為をしたとき。 

 ⑻ 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

 ⑼ 入札書に入札者の記名押印のないとき。 

⑽ 入札金額を訂正しているとき。 

⑾ 入札書の日付がない又は適格通知書受領の日から開札日までの期間内の

日付となっていないとき。 

 ⑿ 入札書の記載事項が確認できないとき。 

 ⒀ 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

 ⒁ 指定された郵送方法以外の方法により入札書を提出したとき。 

 ⒂ 入札書が提出期限までに提出されないとき。 

 ⒃ 積算内訳書が同封されていないとき。 



 ⒄ 積算内訳書に入札者の記名押印のないとき。 

 ⒅ 入札金額と積算内訳書の合計金額が異なるとき。 

 ⒆ 意思表示が民法上無効とされる入札をしたとき。 

 ⒇ 開札前において入札参加資格要件を満たさないことが明らかな者が入札

をしたとき。 

(21) 本市が配付する郵便入札専用の指定封筒等以外の封筒で入札書を郵送し

たとき。 

  (22) 指定封筒等に指定された事項が記載されていないとき。 

(23) 指定封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。 

(24) 前号までに掲げるもののほか、本市が特に指定した事項に違反したとき。 

13 最低制限価格 

  規則第１２条の規定に基づき、最低制限価格を設けます。 

14 公正な入札の確保 

 ⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 

 ⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格を決定しなければなりません。 

 ⑶ 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的

に開示してはなりません。 

15 契約書作成の要否 

  契約書作成は要とします。また、契約条項については、津市工事請負契約

約款によるものとします。 

16 その他の注意事項 

 ⑴ 入札書は、入札日（開札日）、入札者の所在地、商号（名称）、代表者

氏名、印（使用印鑑届に押印された印）、入札金額、工事名及び工事場所

を鮮明に表示してください。 

   なお、入札書は、指定した封筒に入れ、開札日時、件名及び差出人名を

記入の上、貼合わせ部分３箇所に封印をしてください。 

 ⑵ 前金払 有 

 ⑶ 部分払 有（１回） 

 ⑷ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると



きは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載してください。 

 ⑸ 落札者の決定については、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とします。 

   なお、落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、くじ引

きにより落札者を決定します。 

 ⑹ 本工事に係る請負契約は、津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（平成１８年津市条例第５３号）に該当するもの

であり、議会の議決を要するものであるため、落札後速やかに仮契約を締

結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 ⑺ この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 ⑻ 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがあります。 

なお、入札の中止等に至った場合においても、見積りに係る費用その他

入札に係る一切の費用は補償しません。 

⑼ この入札に係る談合情報の通報等があったときは、津市入札談合情報処

理要領（平成１８年１月１日施行）に基づき、落札を保留又は取り消す場

合があります。 

 ⑽ 入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様

書、関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てる

ことはできません。 

 ⑾ 本件工事は津市公契約条例（平成２９年津市条例第２２号）第６条の２

第１項に規定する労働報酬下限額の適用案件です。 

   労働環境の確保に係る誓約事項及び令和７年度津市公契約条例労働報酬

下限額運用マニュアルを必ず確認してください。 

 

担当課（問い合わせ先） 

津市総務部調達契約課工事契約担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１２２ 

ＦＡＸ  ０５９－２２９－３３３３ 



津市公告第４ ４ 号 

 次のと おり 条件付一般競争入札を 執行し ま すので、 地方自治法施行令（ 昭和

２ ２ 年政令第１ ６ 号） 第１ ６ ７ 条の６ 第１ 項及び津市契約規則（ 平成１ ８ 年津

市規則第４ ０ 号） 第４ 条の規定によ り 公告し ま す。  

  令和７ 年４ 月１ 日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

 別紙のと おり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１  入札に付する 事項 

 ⑴ 工事名  令和６ 年度営教施補第３ ９ 号 

        津市立千里ヶ 丘小学校長寿命化改修工事 

 ⑵ 工事場所 津市河芸町千里ヶ 丘地内 

 ⑶ 工事概要 改修 

         （ 防水改修、 外壁改修、 建具改修、 内外装改修、 塗装改修、

躯体改修）  

増築 

昇降機棟 鉄骨造 地上３ 階、 地下１ 階建 延面積５ ６ ｍ ２  

        外構 

※上記に係る 建築工事等 一式 

 ⑷ 工期   本契約の締結の日から 起算し て ２ ４ ０ 日間 

 ⑸ 予定価格 ２ ４ ３ ， ６ ３ １ ， ０ ０ ０ 円（ 税抜き ）  

２  入札参加者に必要な 資格 

  本件工事の条件付一般競争入札に参加でき る 者は、 本件入札に係る 公告日

から 本契約の締結日ま での間において 、 次の各号のいずれにも 該当する 者と

し 、 かつ本件入札の参加資格の認定を 受け た 者と し ま す。  

 ⑴ 地方自治法施行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号） 第１ ６ ７ 条の４ の規定に

該当し な い者 

⑵ 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（ 平成１ ８ 年１ 月１ 日施行。

以下「 要領」 と いいま す。 ） 第４ 条第１ 項に掲げる 要件を 備え て いる 者 

 ⑶ 要領第４ 条第２ 項各号の一に該当し な い者 

⑷ 民事再生法（ 平成１ １ 年法律第２ ２ ５ 号） に基づく 再生手続開始の申立

て 、 会社更生法（ 平成１ ４ 年法律第１ ５ ４ 号） に基づく 更生手続開始の申

立て 、 破産法（ 平成１ ６ 年法律第７ ５ 号） に基づく 破産手続開始の申立て 、

会社法（ 平成１ ７ 年法律第８ ６ 号） に基づく 清算の開始又は会社法の施行

に伴う 関係法律の整備等に関する 法律（ 平成１ ７ 年法律第８ ７ 号） 第６ ４

条の規定によ る 改正前の商法（ 明治３ ２ 年法律第４ ８ 号） に基づく 整理開

始の申立て 若し く は通告がな さ れて いな い者であ る こ と 。 た だし 、 民事再

生法に基づく 再生手続開始の申立て 又は会社更生法に基づく 更生手続開始

の申立て がな さ れた 者であ っ て 、 手続開始決定の日を 基準日と する 経営事

項審査（ そ の日以後迎え た 決算日を 基準日と する 経営事項審査を 受け て い

る 場合にあ っ て は、 当該経営事項審査） の結果に基づき 、 建設工事につい



て 入札参加資格を 認めら れ、 かつ、 再生計画又は更生計画が認可さ れた 者

を 除き ま す。  

 ⑸ 津市競争入札参加資格者名簿において 建築一式工事を 希望業種と し て 登

載さ れて いる 者 

⑹ 建設業法（ 昭和２ ４ 年法律第１ ０ ０ 号） 第３ 条に規定する 特定建設業の

許可（ 建築工事業） を 受け て いる 者 

 ⑺ 本市の区域内に本店を 有する 者 

 ⑻ 建築一式工事に係る 格付区分がＡ の者 

 ⑼ 本件工事に、 建築工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を 有する 監理技術者を 専任で配置でき る 者。 た だし 、 監理技術者の職務

を 補佐する 者と し て 建設業法第２ ６ 条第３ 項第２ 号に規定する 者を 当該施

工現場に専任で配置する と き は、 専任であ る こ と を 要し ま せん。 こ の場合

の監理技術者が兼任でき る 施工現場の数は２ と し ま す。 （ 専任で配置予定

の技術者を 施工中の他の工事に配置し て いる 場合は、 本契約の締結の日時

点で他の工事の完成検査が終了し て いる こ と と し 、 兼任で配置予定の技術

者を 施工中の他の工事に配置し て いる 場合は、 本契約の締結の日時点で 完

成検査が終了し て いな い施工現場の数が１ 以下であ る こ と 。 ）  

 ⑽ 上記⑼に掲げる 者と 直接的かつ恒常的な 雇用関係にあ る こ と 。 （ 本件入

札に係る 入札参加申込書の提出日において 連続３ か月以上直接的な 雇用関

係にあ る も のに限り ま す。 ）  

３  入札参加申込書等の配付 

⑴ 配付期間 令和７ 年４ 月１ 日（ 火） から 同月１ ８ 日（ 金） ま で 

⑵ 配付場所 ・ 津市ホ ーム ページ の「 入札・ 契約」 から ダ ウ ン ロ ード  

       ・ 津市総務部調達契約課工事契約担当（ 配付期間は、 上記⑴

の期間（ 土曜日・ 日曜日を 除く 。 ） の午前８ 時３ ０ 分から 午

後５ 時１ ５ 分ま で）  

４  入札参加資格審査申請書等の提出等 

 ⑴ 本件工事の条件付一般競争入札に参加を 希望する 者は、 入札参加申込書

等を 提出し 、 入札参加資格の確認を 受け な け ればな り ま せん。  

  ア  提出期間 令和７ 年４ 月１ 日（ 火） から 同月１ ８ 日（ 金） ま で（ 土曜

日・ 日曜日を 除く 。 ） の午前８ 時３ ０ 分から 午後５ 時１ ５ 分

ま で 

  イ  提出場所 津市総務部調達契約課工事契約担当 



  ウ  提出方法 持参によ る こ と と し 、 そ の他の方法は認めま せん。  

 ⑵ 提出書類 

  ア  津市条件付一般競争入札参加申込書 

  イ  建築工事業に係る 特定建設業の許可証の写し  

  ウ  審査基準日が令和４ 年１ ０ 月１ 日から 令和５ 年９ 月３ ０ 日ま での経営

規模等評価結果通知書・ 総合評定値通知書の写し  

  エ  配置予定技術者に係る 監理技術者資格者証（ 表・ 裏） 及び監理技術者

講習修了証の写し  

オ 配置予定技術者等と の雇用関係が確認で き る 書類 

カ  営業所専任技術者証明書又は専任技術者一覧表の写し （ 建設業許可 

（ 更新） 申請に必要な 専任技術者調書の写し ）  

  キ  施工計画書 

ク  宣誓書 

⑶ 入札参加資格の審査結果について は、 令和７ 年４ 月２ ５ 日（ 金） ま でに

文書で通知し ま す。  

５  設計図書等の閲覧等 

 ⑴ 閲覧期間 令和７ 年４ 月１ 日（ 火） から 同年５ 月１ ６ 日（ 金） ま で 

 ⑵ 閲覧場所 ・ 津市ホ ーム ページ の「 入札・ 契約」  

・ 津市総務部調達契約課工事契約担当（ 閲覧期間は、 上記⑴

の期間（ 土曜日・ 日曜日・ 祝日を 除く 。 ） の午前８ 時３ ０ 分

から 午後５ 時１ ５ 分ま で）  

６  工事の質疑等 

⑴ 施工計画に関する 質疑等 

  ア  質問受付 令和７ 年４ 月１ ０ 日（ 木） 正午ま でに指定の質問書によ り

Ｆ Ａ Ｘ 又は持参にて 、 津市総務部調達契約課工事契約担当に

提出し て く ださ い。 な お、 Ｆ Ａ Ｘ の場合は、 質問書の提出期

限時刻必着と し 、 必ず着信の確認を 行っ て く ださ い。  

  イ  回答方法 令和７ 年４ 月１ ５ 日（ 火） ま でに津市ホ ーム ページ の「 入

札・ 契約」 にて 掲載し ま す。 ま た 、 回答に対する 再質問は認

めな いた め、 質問書には質問内容を 明確に記載し 提出し て く

ださ い。  

⑵ 見積に関する 質疑等 

  ア  質問受付 令和７ 年４ 月１ ７ 日（ 木） 正午ま でに指定の質問書によ り



Ｆ Ａ Ｘ 又は持参にて 、 津市総務部調達契約課工事契約担当に

提出し て く ださ い。 な お、 Ｆ Ａ Ｘ の場合は、 質問書の提出期

限時刻必着と し 、 必ず着信の確認を 行っ て く ださ い。  

  イ  回答方法 令和７ 年４ 月２ ３ 日（ 水） ま でに津市ホ ーム ページ の「 入

札・ 契約」 にて 掲載し ま す。 ま た 、 回答に対する 再質問は認

めな いた め、 質問書には質問内容を 明確に記載し 提出し て く

ださ い。  

７  入札方法 

  入札方法は、 郵便によ る 入札と し 、 入札書及び積算内訳書（ 指定様式に限

り ま す。 ） を 指定さ れた 封筒に封入の上、 一般書留又は簡易書留のいずれか

の方法で郵送する も のと し 、 持参は認めま せん 。  

⑴ 入札書の郵送期間 

入札参加資格の適格通知書受領の日から 令和７ 年５ 月１ ６ 日（ 金） ま で

に必着 

 ⑵ 入札書の郵送提出先 

   〒５ １ ４ －８ ７ ９ ９  日本郵便株式会社津中央郵便局留 津市役所調達

契約課宛 

８  開札の日時及び場所 

⑴ 日時 令和７ 年５ 月２ ０ 日（ 火） 午前９ 時３ ０ 分か ら  

 ⑵ 場所 津市本庁舎７ 階入札室 

９  入札保証金 

  入札保証金は免除し ま す。  

10 契約保証金 

  契約の締結の際に契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上の契約保証金を 納付し な

け ればな り ま せん。 た だし 、 津市契約規則（ 平成１ ８ 年津市規則第４ ０ 号。

以下「 規則」 と いいま す。 ） 第２ ７ 条第１ 項に規定する 有価証券等又は金融

機関等若し く は保証事業会社と の保証委託契約の保証証書を 提供する こ と に

よ り 、 契約保証金の納付に代え る こ と ができ ま す。  

  ま た 、 規則第２ ８ 条第１ 項第１ 号に規定する 履行保証保険契約に係る 保険

証券又は同項第２ 号に規定する 工事履行保証契約に係る 保証証券を 提出する

こ と によ り 、 契約保証金の納付を 免除する こ と ができ ま す。  

11 開札の立会 

開札に当た り 、 資格を 有する と 認め ら れた 者の中から 立会人２ 者を 選定し 、



該当者に連絡し ま す。  

12 入札の無効 

  次のいずれかに該当する 入札は、 無効と し ま す。  

 ⑴ 競争入札に参加する 資格のな い者が入札を し た と き 。  

 ⑵ 申請書類等に虚偽の記載があ る と き 。  

 ⑶ 申請書類等に不備があ る と き 。  

 ⑷ 適正な 代理権限を 欠いた 者によ っ て 手続が行われた と き 。  

 ⑸ 入札者が同一事項の入札に対し ２ 以上の入札を し た と き 。  

 ⑹ 入札者又はそ の代理人が他人の入札の代理を し た と き 。  

 ⑺ 著し く 信義に反する 行為を し た と き 。  

 ⑻ 入札に際し て 連合等の不正行為があ っ た と き 。  

 ⑼ 入札書に入札者の記名押印のな いと き 。  

⑽ 入札金額を 訂正し て いる と き 。  

⑾ 入札書の日付がな い又は適格通知書受領の日から 開札日ま で の期間内の

日付と な っ て いな いと き 。  

 ⑿ 入札書の記載事項が確認でき な いと き 。  

 ⒀ 入札書に指定さ れた 事項が記載さ れて いな いと き 。  

 ⒁ 指定さ れた 郵送方法以外の方法によ り 入札書を 提出し た と き 。  

 ⒂ 入札書が提出期限ま でに提出さ れな いと き 。  

 ⒃ 積算内訳書が同封さ れて いな いと き 。  

 ⒄ 積算内訳書に入札者の記名押印のな いと き 。  

 ⒅ 入札金額と 積算内訳書の合計金額が異な る と き 。  

 ⒆ 意思表示が民法上無効と さ れる 入札を し た と き 。  

 ⒇ 開札前において 入札参加資格要件を 満た さ な いこ と が明ら かな 者が入札

を し た と き 。  

( 21)  本市が配付する 郵便入札専用の指定封筒等以外の封筒で入札書を 郵送し

た と き 。  

  ( 22)  指定封筒等に指定さ れた 事項が記載さ れて いな いと き 。  

( 23)  指定封筒等に記載さ れた 件名と 同封さ れた 入札書の件名が異な る と き 。  

( 24)  前号ま で に掲げる も ののほ か、 本市が特に指定し た 事項に違反し た と き 。  

13 最低制限価格 

  規則第１ ２ 条の規定に基づき 、 最低制限価格を 設け ま す。  

14 公正な 入札の確保 



 ⑴ 入札参加者は、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する 法律（ 昭和

２ ２ 年法律第５ ４ 号） 等に抵触する 行為を 行っ て はな り ま せん。  

 ⑵ 入札参加者は、 入札に当た っ て は、 競争を 制限する 目的で他の入札参加

者と 入札価格又は入札参加意思について いか な る 相談も 行わず、 独自に入

札価格を 決定し な け ればな り ま せん。  

 ⑶ 入札参加者は、 開札の前に、 他の入札参加者に対し て 入札価格を 意図的

に開示し て はな り ま せん。  

15 契約書作成の要否 

  契約書作成は要と し ま す。 ま た 、 契約条項について は、 津市工事請負契約 

 約款によ る も のと し ま す。  

16 そ の他の注意事項 

 ⑴ 入札書は、 入札日（ 開札日） 、 入札者の所在地、 商号（ 名称） 、 代表者

氏名、 印（ 使用印鑑届に押印さ れた 印） 、 入札金額、 工事名及び工事場所

を 鮮明に表示し て く ださ い。  

   な お、 入札書は、 指定し た 封筒に入れ、 開札日時、 件名及び差出人名を

記入の上、 貼合わせ部分３ 箇所に封印を し て く ださ い。  

 ⑵ 前金払 有 

 ⑶ 部分払 無 

 ⑷ 落札決定に当た っ て は、 入札書に記載さ れた 金額に当該金額の１ ０ ０ 分

の１ ０ に相当する 額を 加算し た 金額（ 当該金額に１ 円未満の端数があ る と

き は、 そ の端数金額を 切り 捨て た 金額） を も っ て 落札価格と する ので、 入

札者は、 消費税及び地方消費税に係る 課税事業者であ る か免税事業者で あ

る かを 問わず、 見積も っ た 契約希望金額の１ １ ０ 分の１ ０ ０ に相当する 金

額を 入札書に記載し て く ださ い。  

 ⑸ 落札者の決定について は、 予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格

を も っ て 入札し た 者のう ち 、 最低価格で入札し た 者を 落札者と し ま す。  

   な お、 落札者と な る べき 同価格の入札者が２ 者以上あ る と き は、 く じ 引

き によ り 落札者を 決定し ま す。  

 ⑹ 本工事に係る 請負契約は、 津市議会の議決に付すべき 契約及び財産の取

得又は処分に関する 条例（ 平成１ ８ 年津市条例第５ ３ 号） に該当する も の

であ り 、 議会の議決を 要する も のであ る た め、 落札後速やかに仮契約を 締

結し 、 当該議決を 経た 後直ち に本契約と し ま す。  

 ⑺ こ の入札に係る 費用は、 すべて 入札参加者の負担と し ま す。  



 ⑻ 談合情報、 天災そ の他やむを 得な い事由によ り 入札を 行う こ と ができ な

いと き は、 入札を 延期又は中止する こ と があ り ま す。  

な お、 入札の中止等に至っ た 場合において も 、 見積り に係る 費用そ の他

入札に係る 一切の費用は補償し ま せん。  

⑼ こ の入札に係る 談合情報の通報等があ っ た と き は、 津市入札談合情報処

理要領（ 平成１ ８ 年１ 月１ 日施行） に基づき 、 落札を 保留又は取り 消す場

合があ り ま す。  

 ⑽ 入札を し た 者は、 入札後において 、 設計図書等（ 設計図書、 図面、 仕様

書、 関係書類及び現場等） について の不明を 理由と し て 異議を 申し 立て る

こ と はでき ま せん。  

 ⑾ 本件工事は津市公契約条例（ 平成２ ９ 年津市条例第２ ２ 号） 第６ 条の２

第１ 項に規定する 労働報酬下限額の適用案件です。  

   労働環境の確保に係る 誓約事項及び令和７ 年度津市公契約条例労働報酬

下限額運用マニ ュ ア ルを 必ず確認し て く ださ い。  

 

担当課（ 問い合わせ先）  

津市総務部調達契約課工事契約担当 

電話番号 ０ ５ ９ －２ ２ ９ －３ １ ２ ２  

Ｆ Ａ Ｘ   ０ ５ ９ －２ ２ ９ －３ ３ ３ ３  


